
様式１　11　経産省

管理コード 省庁名
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状
反映の
分類

概算要求への
反映状況

予算等の措置の名称
（項）（目）（目細）

概算要求額
（単位：千円）

その他
予算の名称

（項）（目）（目細）
予算額

（単位：千円）
その他関連事項

提
案
事
項

管
理
番
号

要望事項
（事項名）
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(特記事項)
制度の所管・関係

省庁

1110010 経済産業省
省エネルギー設備導入に
よる助成金等の創設

エネルギー使用合理化
事業者支援事業公募要
領

「エネルギー使用合理化事業者支援事業」
は、法人格を有する事業者が既設の工場、
事業所における省エネルギー設備・技術の
導入（リプレース）を対象としており、省
エネルギー効果が高く、費用対効果に優れ
ているものに補助する。

Ｄ

省エネの推進のためには、既存の設備を従来より省エネ
効果の高い設備にリプレースすることが有効。しかし、
２～３年での投資回収を追求する民間企業は、従来の設
備よりコスト高で投資回収に期間を要する省エネ設備の
導入には慎重にならざるを得ない。

このため、省エネ設備の導入を民間企業による利益の確
保･事業の継続と両立させるため、省エネ設備の導入費
用の一部を補助する必要がある。

また、本事業の成果(省エネ効果など)については、NEDO
が主催する成果発表会などを通じて、広く周知すること
により、ノウハウの水平展開にも資するものである。

本事業については、２２年度予算要求においても、引き
続き要望しているところである。

（項）
　エネルギー需給構
造高度化対策費
（目）
　エネルギー使用合
理化設備導入促進等
対策費補助金
（目細）
　エネルギー使用合
理化事業者支援補助
金

36,000,000

（項）
　エネルギー需給構造高度化対
策費
（目）
　エネルギー使用合理化設備導
入促進等対策費補助金
（目細）
　エネルギー使用合理化事業者
支援補助金

27,010,000 -
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省エネルギー設備導入による
助成金等の創設

中小規模企業経営の大型温浴施設にCO2削
減の促進をさせるために、積極的に環境配
慮型運営に取り組んだ企業・施設に対し、
法人税の優遇、助成金、上下水道料金の減
免などの措置を講じる。

2020年までの「CO2中期削減目標-15％」を達成すべく、まだ
省エネが進んでいない中小規模企業大型温浴施設に対し、環
境に配慮した運営の構築を目指す。　具体的には、選定され
た地域の大型温浴施設から公募で対象施設を選び出し、先進
的な技術を積極的に取り入れた、 高効率モデルの施設に改
造し、水道光熱費用の導入前後対比など官民共同で一定期間
継続して検証を行い、データや培ったノウハウをもとに全国
標準化を目指す。
提案理由：温泉・温浴業界は、大量のエネルギーを継続して
使用している業界です。そして多くの経営者は環境配慮型経
営には消極的であると同時に、環境情報などは極めて少ない
状況であります。そこで、環境配慮型省エネ運営のモデル施
設で得た 高効率のデータ・ノウハウを水平展開し、温泉・
温浴業界全体が低C02運営になれば、人に癒しを与える温
泉・温浴業界から、「地球にやさしい」温泉・温浴業界にな
ります。　モデル施設に対しては、期間中の法人税優遇、助
成金、上下水道料金の減免措置などを行うことで多くの応募
が見込めます。

東京都
株式会社トリ
リオン

経済産業省
環境省

1110020 経済産業省
新エネルギーの利活用の
促進（バイオガス） -

太陽光発電の余剰電力を現状の2倍程度の
価格で買い取ることを電力会社に義務づけ
る買取制度について、本年11月1日から買
取開始する予定。当該制度においては、今
後、技術開発や普及効果により短期間にシ
ステム価格の値下がりが期待できるものが
太陽光発電のみであることから、太陽光発
電のみを買取対象としている。また国民負
担を 小限に抑える観点から、対象範囲を
太陽光発電の余剰電力に限ることとしたも
の。

なお、バイオガスプラントの導入支援策と
して、バイオガスの製造装置及び当該バイ
オガスを利用した発電装置を非営利法人が
導入する場合、その導入費用の２分の１以
内を補助する制度がある。

Ｃ

【地域新エネルギー導入促進事業】
新エネルギー等の導入促進において、地方公共団体等や
非営利民間団体が行う地域における先進的な取組みに対
し、導入事業費の一部（１／２以内）を補助する。

（項）
エネルギー需給構造
高度化対策費

（目）
非化石エネルギー等
導入促進対策費補助
金

（目細）
新エネルギー等導入
加速化支援対策費補
助金

6,407,888
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新エネルギーの利活用の促進
（バイオガス）

　バイオガスによる発電に係る余剰電力の
買取に対する支援

　バイオガスプラントは、家畜糞尿からバイオガスを発生さ
せ、そのガスにより発電を行い、カーボンニュートラルで、
二酸化炭素の排出量削減に資する環境に優しいバイオマスエ
ネルギー施設である。
　ここで発電した電気の余剰分は電力会社に売電している
が、売電価格は、現在、太陽光発電による電気の売電価格と
比べて非常に低く、継続的な運営が困難な状況にある。さら
に、太陽光発電の余剰電力の売電価格については、現在の２
倍額程度での買い取りに向けた制度設計について議論が行わ
れているところであり、売電価格の格差の更なる拡大が見込
まれる。
　ついては、太陽光発電と同様に環境に優しく、新エネル
ギーとしても位置付けられているバイオマスエネルギーの普
及・促進を図りエネルギーの安定的な確保に資するため、バ
イオガスによる発電に係る余剰電力の売電に際し、太陽光発
電と同等の支援を行うことにより、適切な売電価格を確保す
ることが必要である。

「太陽光発電の導入
拡大のためのアク
ションプラン」（進
捗状況フォローアッ
プと今後の取組）
（平成２１年３月１
７日）（経済産業
省、文部科学省、国
土交通省、環境省、
警察庁、総務省、厚
生労働省、農林水産
省、内閣官房）

北海道
十勝エネル
ギー特区推進
協議会

添付資料

①「太陽光発電の
導入拡大のための
アクションプラ
ン」

②電気事業者によ
る新エネルギー等
の利用に関する特
別措置法」

経済産業省
環境省

1110030 経済産業省

ベイエリア等郊外の賑わ
い創出のための施設の建
設・移転等に対する助成
の創設

現行の制度で御要望頂きました件について
対応しているものはありません。

Ｃ

　個別産業支援による集客施設の整備など、地域に立地
する企業に対して行うより細かな支援については自治体
が担うものであると考えられることから、「制度の現
状」のとおり、現行の制度では御要望頂きました件につ
いて対応しているものはありません。
　また、企業立地に関しては、企業立地促進法に基づ
き、各地域が主体的・計画的に取り組む企業立地施策に
対して、企業立地促進法に基づく基本計画の策定・運用
にかかる支援及び人材育成支援等を行っていますが、対
象は事業の用を供する工場等の新増設の促進等であり、
提案いただいております企業誘致を目的とした賑わい創
出のための施設建設・移転については、当法の趣旨とは
違うものとなります。なお、立地促進に際し集積を図る
業種や、都市中心部と郊外との関係は自治体が主体的に
判断することとなっています。

－ －
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ベイエリア等郊外の賑わい創
出のための施設の建設・移転
等に対する助成の創設

ベイエリア等郊外の賑わいの創出のため、
企業（ゲームや飲料メーカーなど）の資料
館やアトラクション的な位置づけの施設建
設に対しての助成制度を創設する。

①提案理由
・大阪のベイエリアにおいて、咲洲・夢洲地区のまちづくり
として、大阪WTCビルを府・市の合同庁舎にする案などを核
として、府・市による迎賓機能の整備やインテックス大阪の
国際的なコンベンション機能の整備やATCへの海外機関の誘
致や、国際物流機能や賑わいの創出を模索している。また、
大阪が取り組む「グリーンエネルギーインダストリー拠点」
構想が文部科学省・経済産業省の「産官学連携拠点事業（地
域中核拠点）」に選定されるなど、産業振興に関しても充実
しつつある。その上で、ＪＲ大阪環状線内の大阪の中心部は
公園の緑地もあまり取れないままに、かなり開発されていて
息苦しさを感じる部分もある。そこで、中心部の企業にベイ
エリアに移ってもらいたい。それには、賑わっているという
のが 重要条件であると思われる。これらが進めば、京阪中
之島線の延伸や湾岸エリアでの地下鉄新線の建設につながる
可能性も期待できる。
②実施内容
・例えば、資料館は企業の歴史・沿革に関するものを基本と
し、ゲームメーカーであればアニメの殿堂のようなイメージ
で、資料館と体験ゾーンとに分け、体験ゾーンをバーチャル
ものや通信対戦型のゲームで充実することにより入場料を大
人500円、子供250円に設定可能ではないかと思われる。ま
た、資料館は別の団体が運営するのも視野に入れて、アニメ
製作現場で活躍しておられる方々に講師としてお越しいただ
いて、イラストやパラパラ漫画の作成教室や、声優体験・主
題歌レコーディング体験を実施する等。

大阪府 個人
・メールアドレス
は携帯用です。

経済産業省

1110040 経済産業省
ベイエリア等郊外への企
業進出を促進するための
助成制度の創設

現行の制度で御要望頂きました件について
対応しているものはありません。

Ｃ

　郊外など特定の地域への立地促進を目的とした、交通
費や通行料、テナント料の助成など、地域に立地する企
業に対して行うより細かな支援については自治体が担う
ものであると考えられることから、「制度の現状」のと
おり、現行の制度で御要望頂きました件について対応し
ているものはありません。
　また、企業立地に関しては、企業立地促進法に基づ
き、各地域が主体的・計画的に取り組む企業立地施策に
対して、企業立地促進法に基づく基本計画の策定・運用
にかかる支援及び人材育成支援等を行っていますが、当
法に基づいた支援において、郊外など特定の地域への立
地促進を目的とした、交通費や通行料、テナント料な
ど、地域に立地する企業に対して行う支援については、
支援の対象となっておりません。

－ －
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ベイエリア等郊外への企業進
出を促進するための助成制度
の創設

都市中心部からベイエリア等の郊外へ進出
する企業に対して、社員の交通費・高速道
路通行料、オフィスのテナント料の助成を
行う。

①提案理由
・大阪のベイエリアにおいて、咲洲・夢洲地区のまちづくり
として、大阪WTCビルを府・市の合同庁舎にする案などを核
として、府・市による迎賓機能の整備やインテックス大阪の
国際的なコンベンション機能の整備やATCへの海外機関の誘
致や、国際物流機能や賑わいの創出を模索している。また、
大阪が取り組む「グリーンエネルギーインダストリー拠点」
構想が文部科学省・経済産業省の「産官学連携拠点事業（地
域中核拠点）」に選定されるなど、産業振興に関しても充実
しつつあるが、さらにベイエリアの発展を進めるためであ
る。これらが進めば、京阪中之島線の延伸や湾岸エリアでの
地下鉄新線の建設につながる可能性も期待できる。
・大阪の中心部は公園の緑地もあまり取れないままに、かな
り開発されていて息苦しさを感じるので、移転で空いたス
ペースを新たな中心部のまちづくりに生かすため。
②実施内容
・例えば、ＪＲ大阪環状線内のオフィス街中心部企業へ、ベ
イエリア咲洲・夢洲地区への進出に対し、現在のオフィスと
同じ金額で通勤できるように、交通費や高速道路の通行料や
オフィスのテナント料の助成（土地の取得は実施のもよう）
を、長期的にアナウンスし、ゆくゆくは大阪の街に少ない緑
地（公園）の敷地とする等。

大阪府 個人
・メールアドレス
は携帯用です。

経済産業省

1110050 経済産業省

・NPO法人が整備する
ソーラ事業への整備補助
金と売電価格適用の緩
和。(「2MW発電所」と
「公共施設」＆「一般家
庭・戸建住宅」設置の
ソーラ事業)

-

一般住宅への太陽光発電設備導入おいて
は、個人が所有し、設置する太陽光発電設
備について、1kW当たり7万円の補助を実施
している。また、こうした一般住宅の余剰
電力についても、制度開始当初1kWh当たり
48円での買取制度を本年11月1日に開始す
る予定。
この太陽光発電からの余剰電力を現状の2
倍程度の価格で買い取ることを電力会社に
義務づける制度については、国民負担を
小限に抑え、かつ省エネインセンティブを
働かせるために、対象範囲を太陽光発電の
余剰電力に限ることとしたもの。そのた
め、余剰の枠を超えるような大規模な発電
目的の事業は買取制度の対象外としてお
り、売電価格については電力会社との相対
契約となっている。

Ｃ

【住宅用太陽光発電導入支援対策事業】
一定の要件を満たす住宅用太陽光発電システムの設備を
設置する者に対して、1kWあたり7万円の補助を実施す
る。

（項）
エネルギー需給構造
高度化対策費

（目）
非化石エネルギー等
導入促進対策費補助
金

（目細）
住宅用太陽光発電導
入支援対策費補助金

20,050,000
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・NPO法人が整備するソーラ事
業への整備補助金と売電価格
適用の緩和。(「2MW発電所」
と「公共施設」＆「一般家
庭・戸建住宅」設置のソーラ
事業)

・NPO法人が、無料で一般家庭・戸建住宅
へ設置する場合の整備補助金と電力会社買
取価格を一般家庭レベル(47円/kwh)に緩
和。
・NPO法人が整備する発電所（2MW)の売電
料金を一般家庭と同等レベル(47円/kwh)に
緩和

NPO法人が「ソーラ発電所(2MW)の整備・発電事業」と「公共
施設(学校、庁舎等)と一般家庭・戸建住宅へのソーラパネル
無料設置による売電等の事業」をすることで、市財政と住民
への負担を掛けずに地域での太陽光発電の普及と雇用を図
る。
【提案理由】
・高知県は日照条件の良さから、ソーラ発電量が全国一であ
り、「南斜面に面した当該敷地に、２MWのメガソーラ発電所
の整備・運営」と「公共施設(学校、庁舎等)と一般家庭・戸
建住宅へのソーラパネル無料設置による売電とグリーン電力
認証の事業」によって地域でのソーラタウンモデル事業が可
能な立地条件を備えている。
・ソーラ発電促進を目的としたNPO法人の事業であることよ
り、整備補助金や売電料金の適用を公共や一般家庭への優遇
措置を適用する事で、事業の安定化が図れる。
・事業間利益を活用して電気自動車を導入することで、公用
車や郵政へのカーシェアリング事業もモデル的に実施。
【措置】
 ・無料で一般家庭の戸建住宅へ設置する場合の整備補助金
を一般家庭レベルとし、電力会社買取価格も一般家庭レベル
(47円/kwh)に緩和。（電力会社が１０年間の長期に渡る買取
も含む）

・大規模電力供給用
太陽光発電系統安定
化
・メガワットソーラ
共同利用モデル事業
・グリーン電力証書
・電気事業法
・エネルギー供給構
造高度化法

高知県
㈱ドゥプラコ
ン

添付資料「地域活
性化モデル事業／
総合プロジェクト
の提案」を参照下
さい。

経済産業省
環境省



様式１　11　経産省

1110060 経済産業省

大規模な太陽光発電施設
を造る事業実施主体であ
る地方自治体への支援措
置の創設。

-

地方自治体が太陽光発電設備等の設置を行
う際の補助制度は既に実施しており、設備
導入事業費の１／２以内、もしくは1kW当
たり４０万円の補助を行っている。一般住
宅向けの導入補助制度（1kW当たり７万
円）や民間事業者向けの補助（１／３以
内、もしくは1kW当たり２５万円）に比
べ、地方自治体向けの制度の補助率は高く
設定されており、地方自治体が実施主体と
なる太陽光発電設備の設置を積極的に支援
している。

Ｄ

【地域新エネルギー導入促進事業】
新エネルギー等の導入促進において、地方公共団体等や
非営利民間団体が行う地域における先進的な取組みに対
し、導入事業費の一部（１／２以内）を補助する。

（項）
エネルギー需給構造
高度化対策費

（目）
非化石エネルギー等
導入促進対策費補助
金

（目細）
新エネルギー等導入
加速化支援対策費補
助金

6,407,888

（項）
エネルギー需給構造高度化対策
費

（目）
非化石エネルギー等導入促進対
策費補助金

（目細）
新エネルギー等導入加速化支援
対策費補助金

5,247,056 -
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大規模な太陽光発電施設を造
る事業実施主体である地方自
治体への支援措置の創設。

ソーラーパネル発電等、クリーンエネル
ギーの設備を造成する支援について、例え
ば、高速道路上に平屋根を建設しその屋根
にソーラーパネルを張り巡らした太陽光発
電施設を造るといった、大規模な（電力会
社が供給するレベルに代替できるような）
施設の造成について、特別な指導及び予算
措置を講じる。

二酸化炭素(CO2)は地球温暖化の元凶である。その排出量の
約８０％が化石燃料である。この為クリーンな太陽光エネル
ギーが見直され、その活用から、政府庁舎、学校等の公共施
設へのソーラーパネルの設置が計画されている。加えて一般
住宅への補助金制度である。しかし、まだ十分でなく、自治
体所有の森林、県道、市道、公園及び貯水池等への設置も考
えられるが、これには自然の破壊、街路樹、電柱及び景観等
の問題が発生する。がその点、高速道路は住宅地から離れて
おり、且つ太陽光を遮るものもなくまたとない設置場所と
なっている。高速道路上に平屋根を建設しその屋根にソー
ラーパネルを張り巡らした太陽光発電施設を造ることは、ク
リーンな電力を確保しつつ火力発電機から排出されるＣＯ２
の削減にある。また、この事業を地方自治体が実施主体とな
ることによって地方産業の振興及び地方の雇用創出にも繋が
り且つ地方自治体の永続的な財源確保策になる。因みに、一
地方自治体が管轄とする高速道路はその自治体の区域内で、
積極的に地域の電力を確保することにある。この事業の完成
後の電力は１６３億４，８５０万Ｋｗで、火力発電機４６，
０５２基分、原子力発電機１３，８５４基分に相当し、電力
会社所有の火力発電機１１３基から排出されるＣＯ２約３億
７，４０５万ｔが削減できる。この数字は９０年代の総排出
量約１２億２，５００万ｔ（２０００年推計）の約３０％に
当たる。加えて、全世帯のオール電化化が進めば都市ガス及
びプロパンガスの使用は無くなり、よりＣＯ２が減少する。
地方自治体の財源としては、電力会社の２００８年度単体合
計売上高１６兆５，６９３億円が判断材料となる。
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